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東日本大震災から15年が経過しました
地震に備え、避難経路を確認しましょう

　令和７年12月８日に発生した青森県東方沖地震は記憶に新しいところですが、15年前の平成23年３月
11日、三陸沖を震源とするマグニチュード（Ｍ）9. 0の地震、平成23年東北地方太平洋沖地震（東日本大震
災）が発生しました。この巨大地震により、太平洋沿岸を中心に高い津波が押し寄せ、渡島・檜山地方で
最大震度４を観測し、函館港では２メートル39センチの津波を観測しました。
　日本海溝・千島海溝沿いでは、Ｍ７～９のさまざまな地震が発生しています。東日本大震災以外にも
北海道から岩手県の太平洋沿岸では、最大クラスの津波は約300～400年間隔で発生したとされており、
17世紀に発生した津波からの経過時間を考えると、最大クラスの津波がいつ来てもおかしくないと考え
られています。
　地震は突然襲ってきます。いつ揺れに見舞われても身を守ることができるように、日頃から地震に備
えましょう。また、津波警報・注意報を見聞きしたり、海
辺で強い揺れを感じたり、長くゆっくりした揺れを感じた
りしたら、海辺から離れ、より高い安全な場所へ避難する
ことが重要です。海の近くにいるときは、最寄りの津波避
難場所や高台などへの経路を必ず確認しておきましょう。

 
 

＜安全を確保するための行動例＞

気象庁ホームページ「地震から身を守るために」
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/jishin_bosai/index.html

気象庁ホームページ「津波から身を守るために」
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami_bosai/index.html

気象庁ホームページ 東日本大震災 ～東北地方太平洋沖地震～ 関連ポータルサイト
https://www.jma.go.jp/jma/menu/jishin-portal.html

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。

申し込みは３月25日まで
奨学資金を貸し付けしています

　教育委員会では、就学に対して経済的支援を要する向上心に富んだ方を対象に奨学資金を貸し付けし
ています。制度の概要は次のとおりです。

高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校（高等課程・専門課程）に在学、
進学する方

対象者

大学生・短期大学生　　　　　毎月30, 000円以内
専修学校生（専門・高等）　　　毎月25, 000円以内
高等学校・高等専門学校生　　毎月20, 000円以内

貸付額

無利子貸付利率

卒業および貸し付けを中止した年から１年経過後、次の期間・方法で返済をしてい
ただきます。
ただし、貸付期間中に貸し付けの条件に該当しなくなったなど、場合により全額返
金をしていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

返済期間・方法

２名
（１名は保護者、もう１名は町内在住の成人の方が望ましく、将来、奨学金償還の責
任を負うことができる方）

連帯保証人

３月25日（水）までに次の書類を教育委員会子ども教育課へ提出してください。
　①奨学生願書
　②在学校長の推薦書（厳封）
　③家庭調書
　④過去３か年間の学業成績証明書
　⑤合格者通知書または在学証明書
※１　①～③の様式は、教育委員会でお渡し可能です。④、⑤は在籍した学校か在
　　　籍中の学校へ発行を依頼する必要がありますのでご注意ください。
※２　⑤の合格通知書は、写しでも構いません。
※３　申込者全員に貸与される訳ではありませんので、ご了承ください。
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※４　申込期限を過ぎてからの申請については、担当者へお問い合わせください。

申し込み

５年、10年、15年のいずれか返済期間

月賦、半年賦、年賦返済方法

▼お問い合わせは、教育委員会子ども教育課総務・学校教育係（０１３７２－７－７２１１）へ。

【参考】
　高等学校で３年間（月額２万円）貸し付けを受け、10年間で月賦返済する場合
　　２万円× 36か月＝72万円
　　72万円÷120か月＝6, 000円（毎月の返済額）


